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女性活躍推進法・次世代育成支援対策推進法に基づく 

佐 用 町 特 定 事 業 主 行 動 計 画 
 

 

                           令和 8年 4月 1 日 

                           佐用町長 

                           佐用町議会議長 

                           佐用町教育委員会教育長 

 

 

 

１ 法制定の経緯及び計画策定の趣旨 

 

 我が国においては、少子化の進行、家庭及び地域を取り巻く環境の変化、就業構造の変

化等を背景として、仕事と子育て・介護等の両立支援、長時間勤務の是正、性別にかかわ

らず個性と能力を発揮できる就業環境の整備が、社会全体として重要な課題となっていま

す。 

こうした状況を踏まえ、次世代育成支援対策推進法により、国、地方公共団体及び事業

主が一体となって次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進する枠組みが整備され、地

方公共団体の機関等は、特定事業主として、職員の仕事と子育ての両立支援等の取組を計

画的に推進することが求められています。 

また、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)により、女性の

職業生活における活躍の推進を迅速かつ重点的に進めるため、事業主は、女性の活躍に関

する状況把握・課題分析を行い、数値目標を定めた行動計画の策定・公表等により取組を

推進することとされています。 

さらに、女性活躍推進法に基づく「女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方

針」の改定等を踏まえ、女性の職業生活における活躍の推進は、女性の健康上の特性に配

慮して行われるべきこと及びハラスメント対策を女性活躍推進の基盤として位置付ける

こと等がより明確化されています。   

佐用町(以下「本町」という。)においては、これらの法令及び基本方針等を踏まえ、職

員が仕事と家庭生活(子育て、介護、地域生活等)を両立しながら、個性と能力を十分に発

揮して活躍できる職場環境を整備するため、次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業

主行動計画及び女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画を一体的に策定し、全庁的な

取組として推進します。 

 

 

 



２ 法の概要 

2-1 次世代育成支援対策推進法の概要 

 次世代育成支援対策推進法は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成

される社会の形成に資することを目的とし、地方公共団体の機関等に対して、特定事業主

として特定事業主行動計画を策定し、公表し、職員へ周知し、毎年少なくとも一回、実施

状況を公表すること等を求めています。 

2-2 女性活躍推進法の概要 

 女性活躍推進法は、女性の職業生活における活躍の推進について基本原則を定め、事業

主に対して、状況把握・課題分析を行い、数値目標を定めた行動計画の策定・公表等を求

めるとともに、女性の職業選択に資する情報の公表を促進する枠組みです。 

 また、基本方針の変更を踏まえ、女性の健康上の特性への配慮及びハラスメント対策の

推進を、本計画における重要事項として位置付けています。 

 

３ 計画の位置付け 

 本計画は、次世代育成支援対策推進法第 19 条及び女性活躍推進法に基づき、本町の任

命権者が特定事業主として策定する特定事業主行動計画です。 

 本計画は、職員のワーク・ライフ・バランスを推進するとともに、女性職員が今以上に

個性と能力を発揮して活躍できる環境を整備することを目的とし、状況把握・課題分析に

基づき数値目標を設定し、項目を公表するなど、主体的かつ積極的に取り組みます。 

 

４ 計画期間 

 本計画の期間は、令和 8年 4月 1 日から令和 13 年 3 月 31 日までの 5年間とします。 

なお、本計画の推進に当たっては、年度ごとに取組の実施状況及び数値目標の達成状況

を把握・点検するとともに、計画期間中であっても見直しの必要性が生じた場合は、適宜

計画の見直しを行うものとします。 

 

５ 対象職員 

 本計画の対象は、原則として正規職員とします。 

ただし、女性活躍推進法第 21 条に基づく情報公表(別添Ｂ)については、法令・通知に 

基づく職員区分により集計し、公表します。 

 

６ 計画推進体制整備等 

 本町では、組織全体で継続的に本計画を推進するため、課長会等の庁内会議体において、

本計画の策定・変更、本計画に基づく取組の実施状況及び数値目標の達成状況の点検・評

価等について協議を行います。 

 また、職場の環境改善や働き方改革の推進、ハラスメントへの対策、女性の健康上の特

性に係る取組等の安全衛生に関する取組を推進するため、安全衛生委員会等の庁内組織と 

の連携を図り、全庁的な推進体制を整備します。 



本計画に関する相談窓口は総務課総務人事室内とし、職員からの相談、制度利用に関す

る照会等に対応します。 

 

７ 現状把握・課題分析の実施 

 本町は、次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法の趣旨に基づき、職員の職業生

活における活躍及び両立支援に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析を行っ

た上で、その結果を勘案して、数値を用いて定量的に目標を定めます。  

状況把握に当たっては、女性活躍推進法に基づく法令等の趣旨を踏まえ、次の項目を把握

することとします。 

なお、女性活躍推進法第 21 条に基づく必須情報公表項目(育児休業取得率・取得期間の

分布状況、男女間給与差異、平均超過勤務時間等)については、国通知に基づく定義・算

出方法により別添Ｂで公表します。 

 

1.採用した職員に占める女性職員の割合 

2.平均継続勤務年数の男女差(離職率の男女差) 

 3.職員の男女の給与の額の差異 

 4.管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 

 5. 各役職段階にある職員に占める女性職員の割合 

6.男女別の育児休業取得率及び男女別の育児休業の取得期間の分布状況 

7.管理的地位にある職員以外の職員一人当たりの一月当たりの正規の勤務時間を超

えて命じられて勤務した時間(平均超過勤務時間) 

8.男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率並びに平均取得日数 

9.職員一人当たりの各月ごとの超過勤務時間(参考: 業務平準化等の分析に活用) 

 

加えて、次世代育成支援対策推進法の趣旨を踏まえ、育児休業等の取得の状況及び勤 

務時間の状況について把握し、改善すべき事情の分析を行います。 

 

８ 数値目標（KPI） 

本町は、状況把握・課題分析の結果を踏まえ、次のとおり数値目標(KPI)を設定します。     

なお、数値目標の定義、算出方法、現状値(基準年度)及び目標値等の一覧は、別紙１「KPI 

一覧」のとおりとします。また、KPI として設定した指標のほか、情報発信、方針の明文

化、ハンドブック整備、業務分担の見直し、研修・啓発等について、取組の実施状況を別

添Ａにおいて年度ごとに取りまとめ、公表します。 

 

９ 具体的な施策と取組 

本町は、全職員の活躍推進を図るとともに、次の 3つの施策に基づき、全庁が一体とな

って取組を推進します。 

 



9-1 仕事や子育て、介護の両立支援 

(1) 出産・育児・介護を支援する制度等の周知及び利用促進 

    人事担当は、出産や育児、介護を支援する制度について、制度の内容や活用方法を 

職員に周知するとともに、出産を控える職員(本人又は配偶者の妊娠が判明した職員) 

に対しては、手続や利用可能な制度について個別説明を行います。所属長は、職員が制 

度を利用しやすいように、業務配分や職場環境等の調整を行います。 

(2) 申出の促進及び必要な情報の受領 

    子どもが生まれること(本人又は配偶者の妊娠)が分かった際や、家族の介護が必と

なった際は、必要な支援や情報を受け取れるよう、職員はできるだけ速やかに所属長

及び人事担当に申し出るものとします。   

(3) 育児休業等の取得支援及び代替体制の整備 

    育児休業等の取得が職場の負担増につながらないよう、業務分担の見直し、複数担

当制、応援体制の整備、必要に応じた代替要員の確保等により、取得しやすい環境を

整備します。また、育児休業等の取得に伴う経済的支援等について、必要な情報提供

を行います。 

(4) 時間外勤務の縮減及び働き方改革の推進 

     長時間労働を前提とした働き方から脱却するため、勤怠管理等により勤務時間を適

切に把握し、時間外勤務の縮減、業務の平準化、会議・事務の見直し等を推進します。 

(5) 休暇取得の促進 

 年次休暇及び各種特別休暇について、職場内の業務計画と調整しつつ、計画的な取得

を促進します。所属長は取得状況を把握し、取得が進まない職員には取得を促し、職員

は相互協力により休みやすい職場環境づくりに努めます。 

(6) 男性職員の育児参画の促進 

    男性職員の育児参画は、女性職員の継続就業及びキャリア形成の支援に資するとと

もに、職場の多様性の醸成及びマネジメント力の向上につながることから、育児休業

及び育児関連休暇の取得を促進します。 

(7) 異動における配慮 

    人事異動にあたり、育児・介護等の家庭事情や心身の状況等について、人事上可能

な範囲で配慮します。 

(8) 行財政改革及び自治体 DX の推進、業務効率化・業務平準化の推進 

業務改善を進め、職員の負担軽減及び行政サービスの質の向上を図ります。また、育

児や介護等との両立支援につながるよう、各種休暇制度や短時間勤務制度等の既存制度

の周知と利用促進、業務の平準化及び代替体制の整備により、働きやすい職場環境の整

備を進めます。 

9-2 女性職員が活躍できる職場環境づくり 

(1) 採用段階における女性の受験者・採用者の確保 

  女性が応募しやすい情報発信、職場の魅力発信等を通じて、受験者に占める女性割 

合の維持・向上に取り組みます。 



(2) 配置・育成・教育訓練の充実 

    女性職員を含め、職員が多様な業務経験を積めるよう、計画的な配置及び育成を行

います。研修機会の確保、外部研修への派遣等により、キャリア形成を支援します。 

(3) 公平な評価・登用 

   性別による固定的役割分担に起因する偏りが生じないよう留意し、公平で透明性の

ある評価及び登用を推進します。管理職の意識改革及び適切なマネジメントを促進し

ます。 

(4) 出産・育児期における継続的なキャリア形成支援 

    出産・育児等により時間制約が生じる場合であっても、本人の意向を尊重しつつ、

キャリア形成が継続できるよう、個別の育成方針の作成、重要な業務経験の付与、柔

軟な働き方の活用等に取り組みます。 

9-3 職員の意識改革、健康で働きやすい環境の整備（ハラスメント対策を含む） 

(1) 意識改革の推進 

固定的な性別役割分担意識の是正及び男女共同参画の推進のため、研修会の開催、

外部研修への派遣等により意識改革に取り組みます。 

(2) ハラスメント防止に向けた意識の醸成と相談体制の整備 

 ハラスメントのない職場づくりは、女性活躍推進の基盤であることを踏まえ、継続的

に取組を推進するため、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメン

ト、育児・介護休業等に関するハラスメント、パワーハラスメント等の防止のために、

研修の実施、相談窓口の周知、早期対応及び再発防止に取り組みます。また、研修の実

施及び相談体制の周知・運用状況については、年度ごとに実施状況を把握し、継続的に

改善に取り組みます。 

(3) 女性の健康上の特性に係る取組 

   女性が働きやすい職場環境を整備するため、女性の健康上の特性に係る理解を深め

る取組（研修・啓発等）を推進します。あわせて、相談しやすい体制の整備、プライ

バシーへの配慮、必要な制度周知等により、就業継続及びキャリア形成を支援します。 

(4) メンタルヘルス及び職場環境の改善 

    職員の健康保持増進及びメンタルヘルス不調の防止の観点から、必要な取組を実施

し、集計・分析結果等を職場環境の改善に活用します。 

 

１０ 公表、周知、年次点検及び見直し 

本計画を策定又は変更したときは、遅滞なく公表するとともに、職員に周知します。 

  また、本計画は、必要に応じて随時見直すとともに、計画期間中における点検・評価

を踏まえ、次期計画の策定に向けた検討を行います。 

 なお、年次の公表資料は、別添Ａ「年次報告(KPI 実績)」及び別添Ｂ「女性活躍推進法

第 21 条関係(必須情報公表様式)」を毎年度、更新する方法で公表し、別添Ｂの公表は、

原則として毎年 7月末までを目途に行います。 

 



別紙１ KPI 一覧(算出方法及び目標) 

(No.1〜6 / 計画期間: 令和 8年 4月 1日〜令和 13 年 3 月 31 日) 

 

No 分野 
指標    

(KPI) 

定義・算出方法      

(標準) 

現状値  

(基準年度:

令和6年度) 

目標値 
目標  

期限 

データ   

/ 集計 

1 
女性活躍 

(採用) 

採用者に占める

女性割合 

当該年度採用者のうち女

性の割合(女性採用者数/

採用者数) 

  44.4 % 
40%以上 

を維持 
R13.3.31 

採用実績 

/年 1回 

2 
女性活躍 

(採用) 

受験申込者に 

占める女性割合 

当該年度の受験申込者総

数に占める女性割合 
27.3 % 

40%以上 

を維持 
R13.3.31 

試験申込 

/年 1回 

3 
女性活躍 

(登用) 

管理職に占める

女性割合 

管理職員総数に占める女

性割合(年度末時点) 
28.16% 30%以上 R13.3.31 

人事データ

/年 1回 

4 
次世代 

(男性育休) 

男性の 

育児休業取得率 

当該年度に子が出生した

男性職員のうち、育児休業

を取得した割合 

40.0 % 50%以上 R13.3.31 

育児休業 

取得実績 

/年 1回 

5 

次世代 

(男性育児 

参画) 

男性の 

配偶者出産休

暇・育児参加休暇

取得率 

当該年度に子が出生した

男性職員(対象男性職員)

のうち、当該休暇を取得し

た割合 

80.0 % 90%以上 R13.3.31 

休暇 

取得実績 

/年 1回 

6 
働き方 

(長時間是正) 

月 20 時間以上の

超過勤務者割合 

月 20 時間以上の超過勤務

者数/対象職員数(年度平

均) 

6.7 % 10%以下 R13.3.31 
勤怠/毎月

→年次集計 

別紙１ 脚注(KPI 運用ルール) 

・割合 KPI の集計期間は、原則として年度(4 月 1 日～3月 31 日)とする。 

・各 KPI の対象範囲は、正規職員とする。 

・別添Ｂの「管理的地位にある職員」及び「各役職段階」の定義並びに算出時点は、原則 4月 1日

時点のため、別紙１(KPI)の管理職定義・算出時点とは異なる場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別添Ａ  

 

   年次報告 (令和__年度実績): KPI 実績及び評価 

 
 

1 作成の目的 

本資料は、次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づき策定した「女性職 

員の活躍の推進法等に基づく佐用町特定事業主行動計画」について、令和__年度におけ

る取組の実施状況及び数値目標(KPI)の達成状況を取りまとめ、公表するものである。 

  なお、女性活躍推進法第 21 条に基づく必須情報公表(国通知様式)は、別添Ｂにより

公表する。 

 

2 対象及び集計期間 

・対象職員: 原則として正規職員 

•集計期間: 令和__年 4 月 1日～令和__年 3 月 31 日 

 

3 KPI 実績一覧(令和__年度) 

※「基準年度値」は計画本文(別紙１)に記載した基準年度の値を記載する。 

※端数処理(四捨五入等)は、原則として前年度と同一とする。 

 

No KPI 
基準 

年度値 

前年度 

実績 

令和__年度 

実績 
前年比 

目標値  

(期限) 

評価 

(達成/概ね達成/未

達/要改善) 

1 
採用者に占める 

女性割合 
44.4 %    

40%以上 

を維持 
 

2 
受験申込者に占める

女性割合 
27.3 %    

40%以上 

を維持 
 

3 
管理職に占める 

女性割合(年度末) 
28.16%    30%以上  

4 
男性の 

育児休業取得率 
40.0 %    50%以上  

5 

男性の 

配偶者出産休暇・育

児参加休暇取得率 

80.0 %    90%以上  

6 
月 20 時間以上の 

超過勤務者割合 
6.7 %    10%以下  

7 その他       

 

 

 



別添Ｂ   

 

令和  年度 女性の職業選択に資する情報公表（女性活躍推進法第 21 条関係） 
注：算出及び公表は令和 8年 1月 13 日通知に基づく  

 

特定事業主名： 佐用町                  令和 年 月 日公表 

 

Ⅰ 職員の男女の給与の額の差異 

１．全職員に係る情報 

 

２．「任期の定めのない常勤職員」に係る役職段階別及び勤続年数別の情報 

＊ 地方公共団体における「任期の定めのない常勤職員」の給料については、各地方公
共団体の条例で 

定める給料表に基づき決定されており、同一の級・号給であれば、同一の額となって
いる。 

 

(1) 役職段階別 

役職段階 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合） 

本庁部局長・次長相当職                 ％ 

本庁課長相当職                 ％ 

本庁課長補佐相当職                 ％ 

本庁係長相当職                 ％ 

 

(2) 勤続年数別 

勤続年数 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合） 

３６年以上                 ％ 

３１～３５年                 ％ 

２６～３０年                 ％ 

２１～２５年                 ％ 

１６～２０年                 ％ 

１１～１５年                 ％ 

６～１０年                 ％ 

１～５年                 ％ 

 

 

職員区分 
男女の給与の差異 

（男性の給与に対する女性の給与の割合） 

任期の定めのない常勤職員                 ％ 

任期の定めのない常勤職員以外の職員                 ％ 

全職員                 ％ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 

(注) 算出時点: 令和 年 4月 1日 

区分 令和  年度 

管理的地位にある職員 ％  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 各役職段階にある職員に占める女性職員の割合 

(注) 算出時点: 令和 年 4月 1日 

区分 令和  年度 

本庁部局長・次長相当職 ％ 

本庁課長相当職 ％ 

本庁課長補佐相当職 ％ 

本庁係長相当職 ％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【説明欄】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【説明欄】 

 

 

 

 

 

 

【説明欄】 



Ⅳ 男女別の育児休業取得率及び男女別の育児休業の取得期間の分布状況 

１． 男女別の育児休業取得率 

(1) 常勤職員 

区分 令和  年度 

男性 ％ 

女性 ％ 

 

(2) 会計年度任用職員 

区分 令和  年度 

男性 ％ 

女性 ％ 

 

２．男女別の育児休業の取得期間の分布状況 

区分 常勤職員 会計年度任用職員 

男性 女性 男性 女性 

１週間未満 ％ ％ ％ ％ 

１週間以上２週間未満 ％ ％ ％ ％ 

２週間以上１月以下 ％ ％ ％ ％ 

１月超３月以下 ％ ％ ％ ％ 

３月超６月以下 ％ ％ ％ ％ 

６月超９月以下 ％ ％ ％ ％ 

９月超 12 月以下 ％ ％ ％ ％ 

12 月超 24 月以下 ％ ％ ％ ％ 

24 月超 ％ ％ － － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 対象者がいない場合等は「-」とし、必要に応じて理由を付記する。 

 

 

 

 

 

 

【説明欄】 



Ⅴ 職員の勤務時間の状況 

管理的地位にある職員以外の職員一人当たりの一月当たりの正規の勤務時間を

超えて命じられて勤務した時間 

 

区分 令和  年度 

内部部局等 時間／月 

内部部局等以外 時間／月 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

【説明欄】 


